
農山漁村地域整備交付金の概要

○ 農山漁村地域の活性化を図るため、農林水産業の基盤整備を進めるとともに、地震・津波や集中豪雨等の頻発化・激甚化に
対応した防災・減災対策を推進することが重要。

○ 都道府県又は市町村の裁量により、生産現場の強化や防災力の向上につながる強い農林水産業のための基盤づくりを推進。

【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

用水路の整備・更新により水管理負
担を軽減し農地利用を推進

老朽化したため池の全面改修により
洪水被害を未然防止

林道等の整備により効率的な間伐
材等の搬出を実現

漁村における津波避難対策（避難地、
避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

津波・高潮対策としての水門の整備

ほ場整備による農業生産性の向上、
秩序ある土地利用の推進

「農山漁村地域整備計画」を都道府県、市町村が策定して実施

地域の自主性に基づき、農・林・水に
またがる広範かつ多様な事業を自由
に選択
（都道府県が各地区に予算を配分）

農業農村基盤整備 水産基盤整備森林基盤整備 海岸保全施設整備

都道府県の裁量による弾力的か
つ機動的な運用が可能

（農・林・水横断的な予算融通が
可能）

自治体は計画・進捗状況・事後評
価を公表
（客観性・透明性の確保）

農山漁村地域整備と一体となって、
事業効果を高めるために必要な効
果促進事業の実施が可能

地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の総合的な整備の実施

＋ ＋＋

交付金の仕組みと特徴

交付金を活用した事業の実施例

景観に配慮した侵食対策
津波、高潮による被害を未然に防ぐ
ため海岸堤防の整備を推進

藻場造成による漁場の整備

適切な森林整備を通じて、多面的機能
を維持・向上 治山施設による山地災害の未然防止

※この他、盛土による災害の防止に向けた緊急的な対策等を支援



１．趣旨

農業農村、森林、水産毎の整備を見直し、地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の総合的な整備を進めるため、
自治体がニーズにあった計画を自ら策定し、農林水産省の各公共事業を自由に選択できるとともに事業効果を高め
るための事業も実施可能な、自由度が高く使い勝手の良い交付金を平成22年度に創設。

２．事業内容等

（１）都道府県又は市町村は、以下の事業を自由に選択し、農山漁村地域整備の目標等を記載した「農山漁村地域整
備計画」を策定。

①農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等
②森林分野：路網整備、予防治山等
③水産分野：漁港漁場整備、海岸保全施設整備等
④盛土分野：盛土による災害防止に向けた緊急的な対策等
⑤効果促進事業：上記①～④と一体となって事業効果を高めるために必要な事業（全体事業費の20％以内）

（２）国から都道府県等に交付金を交付し、都道府県等は自らの裁量により地区毎に配分。都道府県等の裁量で農・
林・水横断的な地区間・施設間の予算融通が可能。（補助率は既存事業の補助率等）

（３）都道府県等は計画・進捗状況・事後評価を公表。

（４）復興、防災対策として以下の事業を実施
水産分野：津波被害に対する海岸保全施設の緊急整備（被災地対策）

３．交付金の流れ

国 → 都道府県、市町村 → 土地改良区、森林組合、漁協等

（参考） 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」平成25年1月11日閣議決定（抄）
平成25年度に地域自主戦略交付金を廃止し、各省庁の交付金等に移行した上で重要な政策課題に対応する。

４．一括交付金からの移行

地域自主戦略交付金の廃止に伴い、平成24年度補正予算より一括交付金のメニューを本交付金に移行。

農山漁村地域整備交付金の概要



１ 農山漁村地域整備計画について

○地域の実情に応じた整備が可能となるよう自由度が高い計画を都道府県等が策定（計画の範囲等は地方が決定）

○国から都道府県単位で交付金を交付し、都道府県は自らの裁量で地区ごとに配分

農山漁村地域整備計画の概要

（１）整備計画の名称

（２）計画策定主体
〔都道府県又は市町村〕

（３）対象市町村
〔計画策定範囲内の市町村名を記載〕

（４）整備計画の期間
〔おおむね３～５年の計画期間を記載〕

（５）整備計画の目標
事業の実施により実現しようとする目
標を記載

（６）定量的指標
整備計画の目標の実現状況等を評
価するための指標を記載

（７）対象事業
整備計画に位置づける個別の事業
地区を記載

■整備計画のイメージ例

P

P

地方公共団体が、地域の実情に応じて計画エリア・目標を設定し、その目標達成に必
要な事業を整備計画に位置付ける。

森林地域

平場地域

漁港・漁村地域

【○○県】【○○地域治山整備計画】
目標：山地災害の防止 ●ha→□ha
事業：予防治山

【□□地域農業生産基盤整備計画】
目標：農業生産性の向上

○％→△％
事業：ほ場整備

農業用水施設整備
（水管理省力化）

【××地域漁港漁村整備計画】
目標：水産物の安定供給

▲トン→●トン
事業：漁港整備

漁港環境整備

・・・漁場造成

・・・施設整備（水管理省力化）

・・・ほ場整備

・・・施設整備（更新）

・・・整備対象外農地

P ・・・機場（更新）

・・・海岸整備

【△△地域農林水産基盤整備計画】
目標：水が育む農林水産物の生産量増加

■トン→×トン
事業：森林整備

農業用水施設整備（更新）
漁場造成
海岸整備

農地・森林・
沿岸近接地域

・・・路網整備



①農山漁村地域
整備計画の策定

③交付申請 ⑤事業実施

②整備計画の受理 ④交付決定

農山漁村地域
整備のニーズ
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○ 都道府県又は市町村の事業ニーズに沿った「農山漁村地域整備計画」に基づき、国は予算の範囲内で都道
府県又は市町村に交付金を交付

○ 都道府県又は市町村は、自らの裁量により、個別事業地区において予算を執行

２ 農山漁村地域整備交付金の交付の流れ

目標、期間、交付対象
事業、事業ごとの工期、
全体事業費等を記載し
た整備計画を作成

整備計画の内容を確認
の上、受理

整備計画に記載された
事業の中から、当該年
度に実施する事業に必
要な予算を申請

自らの裁量で個別事業
地区において予算を執
行（自らの裁量で、年
度途中の地区間の融
通も可能）

予算の範囲内で、都道
府県等に交付金を交付

提出 申請 交付



３ 農山漁村地域整備交付金の交付手続き

農山漁村地域
整備計画の提出

予算割当内示 交付申請・交付決定

本省
（総合窓口）

本省
（事務次官）

本省
（大臣）

農政局・開発局
農政局・開発局
（経由事務）

農政局・開発局
（経由事務）

都道府県知事※１ 都道府県知事 都道府県知事※１

※１ 水産分野の一部事業等については、市町村長が都道府県知事を経由し、農山漁村地域整備計画の作成・提出及び交付申請することが可能。
※２ 予算割当内示･交付決定に係る事務は本省で実施（大臣名で割当内示･交付決定）
※３ 予算割当内示後、交付申請・決定前に交付決定前着手届を提出のうえ、事業着手する事も可能。（ただし、条件付き）

交付ルート

＜農山漁村地域整備計画＞
① 農山漁村地域整備計画の受理・進達
② 事業要件の確認
③ 計画書書類確認
④ 添付書類確認
⑤ 必要に応じ現地確認
⑥ 関係行政庁との連絡調整

＜交付申請・交付決定＞
① 交付申請書等の受理・進達
② 交付の申請に係る書類の審査及び必要に応じ行う現地
調査等
③ 変更承認に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地
調査等
④ 額の確定の通知
⑤ 事業の遂行命令
⑥ 財産処分の承認 等

農政局が実施する業務

＜予算割当内示＞
① 地方公共団体への内示通知
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○ 都道府県又は市町村の裁量により、予算の配分や地区間の融通が可能。

県

a地区

b地区

z地区

y地区

a地区

b地区

c地区

y地区

z地区

Ｚ計画

x地区

事業の円滑な実施のため、
① 都道府県単位
② 県内ブロック単位
③ 市町村単位
④ 地区単位

等、地域の実情に応じた整備計
画エリアの設定が可能

４ 予算配分等における都道府県又は市町村の裁量について

市
町
村

農山漁村地域整備交付金の場合

補助金の場合




